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第１  特定事業の選定に関する事項  
 

１  特定事業内容に関する事項  
 

（１）事業名称  
大垣市南部学校給食センター整備事業（以下「本事業」という） 

 

（２）公共施設等の管理者等の名称  
大垣市長 小川 敏 

 

（３）事業目的  
大垣市(以下「市」という)では、昭和４１年５月に南部学校給食センターを

開設し、市内３２小中学校・幼稚園に「衛生的で栄養のバランスがとれた給食」

を提供してきたが、開設以来４０年が経過したことにより施設設備が老朽化、

狭隘化し、効率的な作業動線や最新の衛生管理による対応が困難な状況になっ

ているため、市では新たに南部学校給食センター（以下「本施設」という）を

移転整備することとなった。 

本施設の移転整備の方法としては、「民間資金等の活用による公共施設等の

整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号）（以下「ＰＦＩ法」

という）に基づくものとし、本施設の設計、建設、維持管理及び一部の運営を

一貫して民間事業者に委ねることにより、長期間にわたって安心・安全でおい

しい給食の提供や環境に配慮した良好な施設の維持管理等、長期的な観点での

学校給食の質の確保と災害時における炊き出しや充実した食指導の実施など、

多目的な運用を目指しつつ、整備コストの縮減を本事業の目的とする。 

 

（４）事業内容  

建設場所 大垣市外野３丁目１３番地１､１３番地３､２０番地１ 

敷地面積 ７，６４４．２６㎡ 

提供食数 １２,０００食/日（最大供給食数１３，０００食/日） 

 

 

本事業の基本方針は、次の各項に掲げるとおりである。 

 

①  安全で衛生的な学校給食の提供 

・本施設の設計、建設、維持管理及び運営は、ドライシステムを基本とし

た学校給食衛生管理の基準（文部科学省：平成９年４月１日制定）に適

合し、ＨＡＣＣＰ（Ｈazard Ａnalysis Ｃritical Ｃontrol Ｐoint）

の概念を取り入れた衛生的かつ安全なものとする 

②  快適な調理環境の実現 
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・調理員の作業負担が軽減され、円滑に作業が行える調理環境を整備する。 

・よりおいしく、より安全に、より効率的に調理できる調理設備の導入を

図る。 

③  適温給食の確実な提供 

・調理完了から喫食まで２時間以内で行えるよう、安全かつ円滑な配送を

行う。 

・調理完了から喫食までの間、食材の安全性や品質が維持されるよう配慮

する。 

＊「調理完了」とは、献立毎の調理作業（加熱、冷却、和え等）が終了

した時点をいう。 

④  食に関する開かれた教育の場の提供 

・施設及び工程見学を通じ食に関する指導や情報発信を行うことができる

場を提供する。 

・地元の食材を使った給食を通じ、地域の誇りや地産地消の大切さを学ぶ

機会を提供する。 

⑤  環境負荷の低減 

・事業期間を通じ、周辺環境や地球環境への負荷低減を図る。 

  ・残渣等の廃棄物の減量や再資源化に努める。 

⑥  ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の低減 

  ・事業期間を通じてのライフサイクルコストの低減を図る。 

 

ア 事業方式 

ＰＦＩ法に基づき、事業者が本施設を設計及び建設し、開設準備期間終了

後、本施設の所有権を市に取得させ、本施設の維持管理（開設準備期間も含

む）及び一部の運営を実施する、ＢＴＯ（Build-Transfer-Operate）方式と

する。 

 

イ 事業期間 

・落札者決定 平成２０年 １月 

・事業契約締結 平成２０年 ３月末日 

・設計及び建設期間 

（開発申請含む） 

平成２０年 ４月から 

平成２１年１２月３１日 

・開設準備期間 平成２２年 １月から３月３１日 

・本施設所有権取得 平成２２年 ４月 １日 

・開設日 平成２２年 ４月 １日 

・維持管理及び運営期間 

 （開設準備期間含む） 

平成２２年 １月 １日から 

平成３７年 ３月３１日までの約１５年間 
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ウ 事業者の業務範囲 

事業者が実施する本事業の範囲及び内容は、次に掲げるとおりとする。 

（ア）本施設の設計及び建設  
事業者は、次に掲げる本施設の設計、建設及び工事監理並びにこれらに付

随する業務を行う。 

 

a 事前調査 

b 設計（基本設計及び実施設計） 

c 建設 

d 建設に伴う各種許認可申請等業務及び関連（開発申請含む） 

e 工事監理 

f 調理設備設置（調理釜、洗浄機等の調理及び洗浄を行う機器） 

g 什器備品調達（机、パソコン、キャビネット等） 

h 調理備品調達（食器、はし、食缶、配膳盆等） 

i 近隣対応及び対策 

j 配送車調達 

k 各学校牛乳等保冷庫取替 

 

 

（イ）本施設の維持管理  
事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設に関する次に掲げる維持管理

（大規模修繕※は除く）を行う。 

 

a 建築物定期点検・保守 

b 建築設備定期点検・保守 

c 調理設備定期点検・保守 

d 清掃 

e 植栽及び外構定期点検・保守 

f 警備 

g ＨＡＣＣＰ導入及び運用支援 

h 日常修繕 

i 修繕計画立案 

j 各学校牛乳等保冷庫定期点検・保守 

なお、維持管理業務に係る光熱水費は、市が負担する。 

※大規模修繕の定義は、業務要求水準書（案）添付資料７に示す。  
 

（ウ）本施設の運営  
事業者は、維持管理及び運営期間中、本施設に関する次に掲げる運営を行

う。 
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a 米飯、牛乳、パン食、デザート類等を除く学校給食の配送及び回収（配

送及び回収とも本施設コンテナ室と各学校配膳室の間のみ。配送車維持

管理を含む） 

 

（エ）市による所有権の取得  
事業者は、本施設の開設準備期間終了後、本施設の所有権を市に取得させ

る。 

 

エ 市が行う業務 

事業者が行う業務以外は市が行う業務とする。本事業において市が行う業

務は、次に掲げる業務を想定している。 

 

a 調理及び調理関連 

（献立作成、食材調達、調理、検食、洗浄、給食費徴収等） 

b 米飯、牛乳、パン食、デザート類等の調達及び配送 

c 配膳等（各学校配膳室と教室の間） 

d 什器備品及び調理備品の保守管理及び再調達 

e 調理設備の日常点検 

f 本施設の大規模修繕 

g 日常清掃 

h 残渣処理 

 

オ 本事業に関する市から事業者への支払い 

 

（ア）本施設の設計及び建設の代金  
a 市は、本施設の建設に係る国庫補助金等が市に交付される場合には、事

業者に対して、あらかじめ定める額を建設一時金として支払う。 

b 市は、維持管理及び運営期間中、事業者に対して、事業者が実施する本

事業に要する費用のうち本施設の設計及び建設等に係る初期投資に相当

する金額から、a に記す建設一時金を控除した額を割賦方式により支払

う。 

 

（イ）維持管理及び運営の代金  
市は、維持管理及び運営期間中、事業者に対して、本施設の維持管理及び

運営に係る代金について物価変動を勘案して定める額を支払う。 

 

（５）法令等の遵守  
事業者は、本事業を実施するに際しては、次に掲げる法令等を遵守すること。 

また、関連する各種の要綱・基準等についても最新のものを参照し遵守するこ

と。 
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ア 法令 

・地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

・都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

・消 防 法（昭和２３年法律第１８６号） 

・下 水 道 法（昭和３３年法律第７９号） 

・水 道 法（昭和３２年法律第１７７号） 

・騒音規制法（昭和４３年法律第９８号） 

・振動規制法（昭和５１年法律第６４号） 

・学校教育法（昭和２２年法律第２６号） 

・学校保健法（昭和３３年法律第５６号） 

・学校給食法（昭和２９年法律第１６０号） 

・食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

・水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

・大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号） 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

（平成１２年法律第１０４号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 

（平成１２年法律第１１６号） 

・電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

・岐阜県建築基準条例（平成８年条例第１０号） 

・大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成６年条例第２号） 

・大垣市緑を育み生かす条例（平成１６年条例第２号） 

・その他の関連法令 

 

イ 要綱及び各種基準 

・学校環境衛生の基準（文部省平成４年６月制定） 

・学校給食衛生管理の基準（文部科学省平成９年４月１日制定） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月厚生省衛食８５号） 

・大垣市環境基本計画（平成１２年３月２１日策定） 
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２  特定事業の選定及び公表に関する事項  
 

（１）特定事業の選定にあたっての考え方  
市は、本事業を市自らが実施する場合と比較して、民間事業者が実施するこ

とにより効率的かつ効果的に本事業が実施されると判断した場合には、本事業

を特定事業として選定する。 

 

（２）特定事業の選定方法  
特定事業の選定は、次に掲げる方法により客観的評価を行う。 

 

ア 定量的評価 

本事業を市自らが実施する場合の公共負担額とＰＦＩ事業として実施す

る場合の公共負担額を比較することにより評価する。 

 

イ 定性的評価 

本事業をＰＦＩ事業として実施する場合で、本施設の設計、建設、維持管

理及び運営の水準の向上等、一連の業務を民間事業者に委ねることにより期

待される効果を定性的な観点から評価する。 

 

ウ 総合評価 

上記の定量的評価及び定性的評価、並びに本実施方針に関する質問、意見

及び提案を総合的に勘案し、本事業をＰＦＩ事業として実施することの適否

を評価する。 

 

（３）特定事業の選定結果の公表  
市は、実施方針に基づき、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切で

あると認める場合には、本事業を特定事業として選定する。特定事業の選定を

行った場合には、その判断の結果を評価の内容とあわせ、速やかに公表する。 

なお、特定事業の選定を行わないこととした場合にあっても、同様に公表す

る。 

 

（４）公表の方法  
前項の公表は、公告の手続きをもって行う。 
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第２  事業者の募集及び選定に関する事項  
 

１  事業者の選定に係る基本的な考え方  
 

（１）事業者の選定に係る基本的な考え方  
本事業は、設計・建設段階から維持管理・運営段階の各業務を通じて、事業

者に効率的・効果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、

事業者の募集及び選定にあたっては、総合評価一般競争入札により行う。 

 

（２）事業者の募集及び選定のスケジュール（予定）  
事業者の募集及び選定のスケジュールは、次に掲げるとおりとする。 

ただし、当該スケジュールは今後手続きの進捗に応じ具体的に定める。 

 

日 程（予定） 内 容 

平成１９年 １月 ９日（火） 実施方針等の公表 

平成１９年 １月１６日（火） 実施方針等の説明会及び現地見学会 

平成１９年 １月１７日（水）

     ～１月１８日（木）
各小中学校配膳室現地見学会 

平成１９年 １月 ９日（火）

～１月１９日（金）
実施方針等に関する質問受付 

平成１９年 ２月上旬 実施方針等に関する質問に対する回答公表 

平成１９年 ７月上旬 特定事業の選定及び公表 

平成１９年 ７月中旬 入札説明書等の公表 

平成１９年 ７月下旬 入札に関する説明会 

平成１９年 ８月下旬 入札説明書等に関する質問受付 

平成１９年 ９月下旬 入札説明書等に関する質問に対する回答公表 

平成１９年１１月上旬 資格審査受付 

平成１９年１１月中旬 資格審査結果公表 

平成１９年１１月下旬 入札書受付 

平成１９年１２月中旬 入札書プレゼンテーション 

平成２０年 １月上旬 落札者の決定及び公表 

平成２０年 １月中旬 落札者との基本協定締結 

平成２０年 １月下旬 落札者との事業契約に関する交渉 

平成２０年 ２月上旬 事業契約の仮契約締結 

平成２０年 ３月下旬 事業契約締結に関する議会の議決 

事業契約締結及び公表 
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２  事業者の応募手続き  
 

（１）実施方針等に関する説明会  
本事業に対する民間事業者の参入促進に向け、実施方針等に関する説明会を

開催し、本事業の内容並びに事業者の募集及び選定に関する事項、支援措置に

関する事項等について市の考え方を説明し、建設予定地の案内を行う。 

説明会場では、資料を配布しないので、実施方針等を持参すること。説明会

の日時、開催場所及び参加申し込み方法は、次に掲げるとおりである。 

なお、説明会の会場から建設予定地への移動は参加希望者が各自対応するこ

と。 

 

ア 日時及び場所 

 

（ア）実施方針等説明会  
日  時 平成１９年１月１６日（火）１３時～１４時 

場  所 大垣市情報工房 セミナー室（５階） 

 

（イ）現地見学会  
日  時 平成１９年１月１６日（火）１５時～１６時 

場  所 大垣市外野３丁目１３番地１、１３番地３、２０番地１ 

集合場所 実施方針等説明会にて示す。（１社１台とすること） 

 

イ 参加申し込み方法 

説明会への参加を希望する者は、様式１の実施方針説明会参加申込書に必

要な事項を記載して、添付ファイルにて電子メールにより平成１９年１月１ 

５日（月）正午までに送信すること。 

なお、説明会への参加については、１社２名までとする。 

・説明会参加申込書提出先：大垣市教育委員会庶務課庶務係 小塩 

・電子メールアドレス：toshinari_ojio@city.ogaki.lg.jp 

 

（２）各小中学校配膳室見学会  
本事業における配送業務の参考に資するため、各小中学校配膳室の案内を行

う。 

見学会の日時、場所及び参加申し込み方法は、次に掲げるとおりである。 

なお、各小中学校への移動は市のマイクロバスにて移動する予定である。 

 

ア 日時及び場所 

 

各小中学校配膳室見学会  
日  時 平成１９年１月１７日（水）９時～１７時（予定） 
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集合場所 大垣市丸の内２丁目５５番地 大垣市役所北庁舎前 

集合時間 ９時 

場  所 ①興文小 ⇒ ②興文中 ⇒ ③北小 ⇒ ④北中 ⇒ ⑤中川小 

 ⑥星和中 ⇒ ⑦小野小 ⇒ ⑧東中 ⇒ ⑨東小 ⇒ ⑩安井小 

 ⑪安井幼 

 

日  時 平成１９年１月１８日（木）９時～１７時（予定） 

集合場所 大垣市丸の内２丁目５５番地 大垣市役所北庁舎前 

集合時間 ９時 

場  所 ①南小 ⇒ ②南中 ⇒ ③川並小 ⇒ ④川並幼 ⇒ ⑤江並中 

⑥江東小 ⇒ ⑦日新小 ⇒ ⑧西中 ⇒ ⑨西小 ⇒ ⑩静里小 

⑪綾里小 

 

※庶務課担当者が同行し案内する。 

 詳細は１月１６日（火）に開催する実施方針等説明会にて説明する。 

 

イ 参加申し込み方法 

配膳室見学会への参加を希望する者は、様式４の「各小中学校配膳室見学

会参加申込書」に必要な事項を記載して、添付ファイルにて電子メールによ

り平成１９年１月１５日（月）正午までに送信すること。 

なお、見学会への参加については、配送担当企業１社１名、調理設備企業

１社２名までとする。 

 

・見学会参加申込書提出先：大垣市教育委員会庶務課庶務係 小塩 

・電子メールアドレス  ：toshinari_ojio@city.ogaki.lg.jp 

・電  話：０５８４－８１－４１１１（内線７６３） 

 

（２）実施方針等に関する質問及び意見の受付  
実施方針等に関する質問及び意見を次のとおり受付ける。実施方針等に関し

て質問及び意見がある者は、所定の各様式に必要な事項を記載して、添付ファ

イルにて電子メールにより送信すること。 

口頭又は郵送、電話若しくはＦＡＸによる質問については受付けない。 

なお、当該電子メールの着信を電話にて確認すること。 

・受付期間 平成１９年１月９日（火）～１月１９日（金）１７時まで 

・受付場所 大垣市教育委員会庶務課庶務係 小塩 

・電  話 ０５８４－８１－４１１１（内線７６３） 

・電子メールアドレス：toshinari_ojio@city.ogaki.lg.jp 

 

（３）実施方針等に関する質問及び意見に対する回答  
実施方針等に関する質問及び意見に対する回答は、平成１９年２月上旬に大
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垣市ホームページにおいて公表する。 

また、質問者から提出のあった質問及び意見のうち、市が必要であると判断

した場合には直接ヒアリングを行うことがある。 

 

（４）実施方針の変更  
実施方針の公表後における質問者等の質問及び意見を踏まえ、特定事業の選

定までに、実施方針の内容を見直し、実施方針の変更を行うことがある。 

なお、実施方針の変更を行った場合には、大垣市ホームページにおいて速や

かに公表し、その変更の内容が重要でスケジュールに影響を及ぼす場合には、

変更後のスケジュールも示す。 

 

（５）特定事業の選定及び公表  
実施方針に基づき、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適切であると

市が認める場合には、本事業を特定事業として選定し、評価の内容とあわせ、

平成１９年７月上旬に公表する。また、特定事業の選定を行わなかった場合も

同様に公表する。これらの公表は、公告の手続きをもって行う。 

 

 

３  応募者の備えるべき参加資格要件  
 

応募者は、入札書の提出時から事業契約の締結時まで、次に掲げる（１）か

ら（６）の全ての要件を満たす者とする。 

 

（１）応募者は、本施設の設計を行う企業（以下「設計企業」という）、工

事監理を行う企業（以下「工事監理企業」という）、建設を行う企業（以

下「建設企業」という）、維持管理を行う企業（以下「維持管理企業」と

いう）、並びに給食の配送及び回収を行う企業（以下「配送企業」という）

により構成されることを基本とする。 

 

（２）応募者は、複数の企業等により構成されるグループとする。また、応

募者のうち全部又は一部の企業等（以下「構成員」という）は、落札後、

速やかに本事業の遂行のみを目的とした会社（以下「ＳＰＣ」という）を

会社法（平成１７年法律第８６号）の定める株式会社として大垣市内に設

立する。 

 

（３）応募者のうち、構成員以外の者で、ＳＰＣから直接業務を受託し又は

請負うことを予定する者を協力企業という。 

 

（４）応募者は当該応募者の構成員の中から代表者を定め、入札書の提出時

に代表企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続きを行うこと。 
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また、応募者の代表者は、ＳＰＣが発行する議決権を有する株式を最も

多く保有する株主でなければならない。 

 

（５）ＳＰＣが発行する全ての株式は、市の事前の書面による承諾がある場

合を除き、構成員のみにより事業契約終了時まで保有されなければならな

い。また、構成員は、ＳＰＣが発行する全ての株式につき、市の事前の書

面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処

分を行ってはならない。 

 

（６）応募者の構成員及び協力企業は、入札書の提出時には、設計企業、工

事監理企業、建設企業、維持管理企業、配送企業について明示し、一応募

者の構成員及び協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となること

はできない。 

また、参加表明書により参加の意思を表明した応募者の構成員及び協力

企業の変更は認められない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、

市と協議する。 

 

 

４  応募者の制限  
 

次に掲げるいずれかに該当するものは、応募者の構成員及び協力企業にはな

ることはできないものとする。 

 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定

された者。 

 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は旧会社更生法（昭和２

７年法律第１７２号）に基づき更生手続開始の申立をなし又は申立がなさ

れている者。 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

をなし又は申立がなされている者。 

旧商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条に基づき会社の整理の開

始の申立がなされ又は会社の整理の開始が命ぜられている者。 

旧破産法（大正１１年法律第７１号）第１３２条又は第１３３条に基づ

き破産の申立をなし又は申立がなされている者。 

破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条に基づき破産手続開始の申

立をなし又は申立がなされている者。 

 

（３）入札書受付締切日から事業契約締結日までのいずれかの日において、

市から指名停止措置を受けた者。 
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（４）最近１年間の法人税、事業税、消費税又は地方税を滞納している者。 

 

（５）市が本事業についてアドバイザリー業務を委託している者及びかかる

者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者

と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、市が本事業につい

てアドバイザリー業務を委託している者は、次に掲げるとおりである。 

・株式会社三菱地所設計 

・長島・大野・常松法律事務所 

・株式会社日本プロジェクトファイナンス 

なお、本実施方針において、「資本面若しくは人事面において関連がある

者」とは、次に定める基準に該当する者をいう。 

（ア）資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し、子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第３号の規定による子会社をいう。

以下、同じ。）又は子会社の一方が、会社更生法（平成１４年法律

第１４５号）第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」

という）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４

号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

a. 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号の

規定による親会社をいう。以下、同じ。）と子会社の関係にあ

る場合 

b. 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

 

（イ）人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。但し、a.については、会

社の一方が更生会社又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除

く。 

a. 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場

合 

b. 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法（平成１４年

法律第１４５号）第６７条第１項又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）第６４条第２項の規定により選任された

管財人を現に兼ねている場合 

 

（ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記（ア）又は（イ）と同視しうる資本関係又は人的関係

があると認められる場合 

 



 13

（６）審査委員会の委員が属する組織、企業又はその組織、企業と資本面若

しくは人事面において関連がある者。 

 

 

５  応募者及び協力企業の業務遂行能力に関する資格要件  
 

応募者の構成員及び協力企業のうち、設計、工事監理、建設、維持管理並び

に配送及び回収の各業務にあたる者は、それぞれ次に掲げる（１）から（５）

までの要件を満たす者とする。 

なお、（１）から（５）までの要件のうち、複数の要件を満たす者は当該複

数の業務を実施することができることとする。ただし、工事監理と建設につい

ては兼務することはできない。 

 

（１）設計企業 

設計を複数の設計企業で実施する場合は、（ア）、（イ）及び（ウ）の要件

についてはいずれも該当すること。 

 

（ア）市の平成１９年度入札参加有資格者名簿に登録されていること。（平

成１９年度の入札参加資格審査申請（指名願い）は、市契約課にて受

付している） 

 

（イ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級

建築士事務所の登録を行っていること。 

 

（ウ）ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の知識を有していること。 

 

 

（２）工事監理企業 

工事監理を複数の工事監理企業で実施する場合は、（ア）及び（イ）の要

件についてはいずれも該当し、（ウ）の要件は必ず１社は該当すること。 

 

（ア）市の平成１９年度入札参加有資格者名簿に登録されていること。（平

成１９年度の入札審査申請参加資格（指名願い）は、市契約課にて受

付している） 

 

（イ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級

建築士事務所の登録を行っていること。 

 

（ウ）平成１３年４月以降に延床面積３,０００㎡以上の公共施設の工事監

理実績を有すること。 
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（３）建設企業 

建設を複数の建設企業で実施する場合は、（ア）及び（イ）の要件につい

てはいずれも該当し（ウ）の要件については建設業務の代表となる企業が該

当すること。 

 

（ア）市の平成１９年度入札参加有資格者名簿に登録されていること。（平

成１９年度の入札参加資格審査申請（指名願い）は、市契約課にて受

付している） 

 

（イ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定に基づき、

建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

 

（ウ）市の建築工事等入札参加者の資格において、総合評定値Ｐ点１，００

０点以上であること。 

 

 

（４）維持管理企業 

市の平成１９年度入札参加有資格者名簿に登録されていること。（平成１

９年度の入札参加資格審査申請（指名願い）は、市契約課にて受付している） 

 

 

（５）配送企業 

（ア） 市の平成１９年度入札参加有資格者名簿に登録されていること。（平

成１９年度の入札参加資格審査申請（指名願い）は、市契約課にて

受付している） 

（イ） 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条の規定に基

づく一般貨物自動車運送事業の許可を国土交通大臣から受けている

こと。 
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６  提案の審査及び事業者の選定に関する事項  
 

（１）審査委員会の設置  
市は、学識経験者等で構成する「大垣市南部学校給食センターＰＦＩ事業審

査委員会」（以下「審査委員会」という）を設置する。 

また、応募者の構成員及び協力企業が、落札者の決定前までに、審査委員会

の委員に対し事業者選定に関して自己の有利になる目的のため接触等の働き

かけを行った場合は失格とする。 

 

（２）審査に関する基本的な考え方  
審査委員会は、応募者が提出する入札書を対象に審査を行う。市は、審査委

員会の評価を踏まえ、最もすぐれた提案を行ったものを落札者として決定する。

事業者選定基準は、入札説明書等において示す。 

 

（３）審査委員会の構成  
   審査委員会は、以下の６名の委員で構成する。 

 

 氏 名 所属及び役職名 

委員長 森 本 博 昭 岐阜大学工学部社会基盤工学科教授 

委 員 鶴 田 佳 子 岐阜工業高等専門学校建築学科助教授 

委 員 土 屋 ひろ子 岐阜女子大学家政学部健康栄養学科講師 

委 員 安 間 匡 明 国際協力銀行開発金融研究所副所長 

委 員 高 野 紀 子 大垣市ＰＴＡ連合会中学校母親代表 

委 員 伊 藤 義 彦 大垣市助役 

 

 

（４）審査手順  
審査はあらかじめ定めた事業者選定基準に従って実施し、資格審査、入札書

審査の２段階方式で行う。審査においては、市の財政負担の総額、技術的要件

の適合性、本施設の維持管理に関する提案、学校給食の配送及び回送に関する

提案、並びに本事業の実施の確実性等について、審査委員会が総合的に評価す

る。なお、各審査の主な手順は、次に掲げるとおりとする。 

 

ア 資格審査 

提出された資格審査書類を基に、入札説明書等で示した参加資格要件につ

いての確認審査を行う。 
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イ 入札書審査 

資格審査を通過した者の提出した入札書における提案内容に対して総合

的な評価を行い、最も優秀な提案を行ったものを落札者とする。 

 

審査にあたってはプレゼンテーションを実施し、入札書の内容について説 

明を受ける機会を設ける。なお、審査事項は、次に掲げるとおりであり、審 

査基準等の詳細については、入札説明書等において示す。 

 

・本施設の設計及び建設に関する事項 

・本施設の維持管理に関する事項 

・学校給食の配送及び回収に関する事項 

・本事業の実施計画に関する事項 

・資金調達及び事業収支に関する事項 

・提案価格に関する事項 

 

（５）落札者の決定・公表及び事業契約締結  
提出された入札書について総合評価を実施し、審査委員会の審査結果を経て、

平成２０年１月上旬に落札者を決定する。落札者は平成２０年１月下旬を目処

にＳＰＣを設立し、その後、市はＳＰＣの間で事業契約の仮契約を締結する。 

市は、事業契約に関する議会の議決を経た後、平成２０年３月下旬にＳＰＣ

と事業契約を締結する。 

 

（６）事業者を選定しない場合  
事業者の募集、評価及び選定において、最終的に応募者がいない、又はいず

れの応募者の提案も公的財政負担の縮減の達成が見込めない等の理由により、

市が本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断した場合に

は、事業者を選定せず、特定事業の選定を取り消すこととし、その旨を速やか

に公表する。 

 

７  入札書類の取扱い  
 

（１）著作権等  
応募者の入札書類に含まれる著作物の著作権は、応募者に帰属する。ただし、

市が当該応募者の入札書類を公表、展示その他市が本事業に関して必要と認め

る用途に用いる限りにおいて、応募者は、市がこれを無償で利用することを許

諾する。この場合、市は、上記目的に必要な範囲で、入札書類に含まれる著作

物の全部又は一部を変更、切除又は改変できるものとし、応募者はその著作者

人格権を行使しない。 

応募者は、入札書類が第三者の著作権を侵害するおそれがないことを保証し、

万が一、入札書類の利用により市が損失又は損害を被った場合には、当該応募
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者は市に対して当該損失及び損害を補償及び賠償する。 

また、市は、事業契約の締結に至らなかった応募者の入札書類及び入札書類

に含まれる著作物については、本事業の事業者選定の審査結果に関する公表の

目的以外には使用しない。なお、応募者から提出を受けた書類は、応募者には

一切返却されない。 

 

（２）特許権等  
応募者が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の知的財産権

の対象となっている工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに

起因する一切の責任は、当該応募者が負う。万が一、これにより市が損失又は

損害を被った場合には、当該応募者は市に対して当該損失及び損害を補償及び

賠償する。 
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第３ 事業者の責任の明確化等本事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 

１  事業者の責任の明確化等についての基本的な考え方  
 

応募者の提案を基に、事業契約に規定された本施設の設計、工事監理、建設、

所有権取得、維持管理及び運営は、事業者の責任において履行する。 

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途協議

の上、事業契約において定める。 

 

 

２  予想されるリスクと責任分担  
 

（１）基本的な考え方  
市と事業者は、事業契約に従い、誠意をもってそれぞれの義務を履行する。 

本事業においては、「リスクを最も良く管理することができる者が当該リス

クを負担する」との考え方に基づき、市と事業者が適正にリスクを分担するこ

とにより、より低廉で質の高い本事業に関するサービスの提供を目指す。 

 

（２）リスクの分類とその分担  
予想されるリスクとその分担については、別添表「リスク分担表」による。 

具体的な詳細事項については、実施方針に関する質問及び回答等の結果を踏

まえ、入札説明書等において示す。 

 

 

３  本事業の実施状況の監視・監査  
 

（１）モニタリングの内容及び時期  
市は、事業者が実施する本施設の設計、工事監理、建設、維持管理及び運営

につき、定期的に及び必要に応じて随時、監視及び監査を実施することができ

る。 

 

ア 基本設計及び実施設計時 

市は、事業者によって行われた設計が、事業契約において定められた性能

及び水準を満たしているか否かについて確認を行う。 

 

イ 建設時 

事業者は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定される工事監

理者を設置し工事監理を行い、適宜、建設及び工事監理の状況について市の

確認を受ける。 

また、事業者は、市が要請した場合には、建設の事前説明及び事後報告、
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並びに工事現場での施工状況の確認を行う。 

 

ウ 完工及び本施設引渡し時 

市は、本施設が事業契約において定められた性能及び水準を満たしている

か否かについて確認を行う。 

確認の結果、本施設が事業契約において定められた性能又は水準を満たし

ていない場合には、市は補修又は改善を求めることができる。 

 

エ 維持管理及び運営開始後 

市は、維持管理及び運営開始後において、定期的に本事業の維持管理及び

運営の実施状況を確認することができる。また、事業者は、毎年度、公認会

計士又は監査法人による監査を経た財務の状況について、市に報告する。 

 

オ 事業契約終了時 

市は、事業契約の終了時に、本施設が事業契約において定められた性能及

び水準を満たしているか否かについて確認を行う。 

確認の結果、本施設が事業契約において定められた性能又は水準を満たし

ていない場合には、市は、補修又は改善を求めることができる。 

 

（２）モニタリングの具体的な方法及び内容  
市が行う監査及び監視の具体的な方法及び内容については、入札説明書等に

おいて公表する。 

 

（３）市が行うモニタリングに係る費用  
市が行う監査及び監視に係る費用は、原則として市が負担する。 

 

（４）モニタリングに基づく是正勧告等  
市によるモニタリングの結果、事業者が事業者の責めに帰すべき事由により

事業契約上の事業者の義務に違反した場合（本施設の性能若しくは水準又は維

持管理若しくは運営に係わる業務の水準が、事業契約に定められた性能又は水

準を満たしていない場合を含む）又はそのおそれがある場合には、市は、事業

者に対し是正勧告を行い、一定期間内に是正策の具体案を作成させ実施を求め

ることができる。 

また、この場合、市は、事業契約で定められた条件に従って事業者に対して

支払うべき対価につき減額等を行うことができる。対価の減額等の詳細につい

ては、入札説明書等において提示する。 
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第４  公共施設等の立地並びに規模及び配置等に関する事項  
 

１  事業予定地の立地条件  

①事業予定地 大垣市外野 3 丁目 13 番地 1、13 番地 3、20 番地 1 

②所有者 大垣市（普通財産） ＊事業予定地は、現在大垣市土

地開発公社が保有しているが、平成２０年９月に大垣

市が取得する予定 

③敷地面積 ７，６４４．２６㎡ 

④用途地域 市街化調整区域内 

建ぺい率： ６０％ 

容 積 率：２００％ 

⑤インフラ整備状況 インフラ整備状況と処理方法の概要は以下のとおり 

・上水道  敷地西、南側にて接続可能 

・下水道  消防署北側のマンホールにて接続可能 

・汚水排水 敷地内処理を行い下水道本管へ放流 

・雨水排水 水路へ放流 

・ガス 都市ガス（大垣ガス㈱）敷地東側接続可能 

 

２  事業予定地の取得などに関する事項  
市は事業予定地を、建設期間中事業者に無償で使用させる。 

 

３  本施設の要件  
 

（１）基本的な考え方  
本施設については衛生的かつ機能的なものとし、ドライシステムを基本とし

た汚染区域、非汚染区域が明確となる配置としＨＡＣＣＰの概念を取り入れた

確実な衛生管理に対応した施設及び設備とする。 

 

（２）施設内容  
本施設に必要な諸室は、次に掲げるとおりとする。なお、市として本施設に

要求する機能水準については、入札説明書等で示す。 

 

区分 必要な諸室 

給食エリア 食品庫、各冷蔵庫、冷凍庫、仕分け室、各下処理室、煮炊き

調理室、揚物・焼物・蒸物室、和え物室、コンテナ室、器具

洗浄室、洗浄室、食油庫、洗剤・備品庫、前室、検収室など

事務エリア 事務室、会議室、更衣室（男・女）、職員用便所、調理員便所、

見学用通路、機械室、電気室、ボイラー室、倉庫など 

その他 玄関ホール、プラットホームなど 



 21

付帯施設 駐車場、除害施設など 

 
（３）施設規模  

１日あたり１２,０００食（最大供給食数１３，０００食）が無理なく供給

できる施設とする。 

 

（４）提供先学校数  
本事業の対象となる配送先と食数の一覧表については業務要求水準書（案）

添付資料８及び添付資料９のとおりである。 

 

（５）配送に関する参考資料  
業務要求水準書（案）参考資料７を参照のこと。 

 

（６）年間稼働日数  
南部学校給食センターの過去の稼働実績は、次に掲げるとおりである。 

 

Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 
Ｈ１８年度 

（予定） 

２００日 １９３日 １９４日 ２０１日 
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第５  事業契約（事業計画を含む）の解釈について疑義が生じた場合における措

置に関する事項  
 

事業契約（事業計画を含む）の解釈について疑義が生じた場合には、市及び事

業者は、誠意をもって協議する。 

事業契約に関する紛争（事業契約の解釈に関する紛争を含む）については、岐

阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 
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第６  本事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項  
 

事業契約に基づく本事業の継続が困難となった場合には、次に掲げる措置を講

ずる。詳細は、事業契約で規定する。 

 

 

１  事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難となった場合  
 

（１）是正勧告及び対価の減額  
事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が事業契約上の事業者の義務に

違反した場合（本施設の性能若しくは水準又は維持管理若しくは運営に係わる

業務の水準が事業契約に定められた性能又は水準を満たしていない場合を含

む）又はそのおそれがある場合には、市は、事業者に対し是正勧告を行い、一

定期間内に是正策の具体案を作成させ実施を求めることができる。 

また、この場合、市は、事業契約で定められた条件に従って事業者に対して

支払うべき対価につき減額等を行うことができる。 

 

（２）事業契約の解除  
次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、市は、事業者に対し書面に

よる通知の上、事業契約を解除することができる。 

 

ア 上記（１）で規定された場合に一定期間内に事業者の義務違反が是正さ

れないこと。 

イ 事業者に関し、支払の停止があったこと、又は特定調停、破産手続開始、

民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似す

る法的整理手続開始の申立があったこと若しくはこれらの手続が開始さ

れたこと。 

ウ 事業者の責めに帰すべき事由により事業契約上の事業者の債務が履行

不能となったこと。 

エ その他事業者側の事由により本事業の継続が困難となったこと。 

オ その他事業契約で規定される事由が発生したこと。 

 

（３）違約金及び損害賠償金の支払  
上記（２）の規定により市が事業契約を解除した場合には、事業者は、事業

契約に定める違約金及び損害賠償金を市に支払う。 
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２  市の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難となった場合  
 

市の責めに帰すべき事由により、市が事業契約上の市の重大な義務に違反し

一定期間内に当該違反が是正されない場合又は事業契約上の市の債務が履行

不能となった場合には、事業者は、市に対し書面による通知の上、事業契約を

解除することができる。この場合、市は、事業契約に定める損害賠償金を事業

者に支払う。 

 

 

３  市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、本事業の

継続が困難となった場合  
 

不可抗力等、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によ

り本事業の継続が困難となった場合には、事業契約の規定に従い、市及び事業

者は事業継続の可否について協議の上、当該協議で合意された適切な措置をと

る。当該協議が事業契約で規定された期間内に整わない場合には、市は、事業

契約を解除することができる。 

この場合、市は、原則として当該解除により事業者に発生した損失を補償す

る。 

 

 

４  市と金融機関との間の直接協定の締結  
 

市は、本事業が適正に遂行されるよう、一定の重要事項について、必要に応

じて、事業者に資金提供を行う金融機関との間で直接協定を締結する。 
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第７  法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項  
 

法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項は、次に

掲げるとおりである。 

 

 

１  法制上及び税制上の措置に関する事項  
 

事業者が本事業を実施するにあたり、法改正等により、法制上又は税制上の

措置が適用されることとなる場合は、市と事業者で協議する。 

現段階では、本事業に関する法制上及び税制上の措置等は想定していない。 

 

 

２  財政上及び金融上の支援に関する事項  
 

（１）国庫補助金  
市は、本事業において教育施設建設に係る国庫補助金の支給を受けることを

前提としているため、事業者は国庫補助金申請に必要な書類等の作成及び支援

を行うこと。 

 

（２）その他の財政上又は金融上の支援  
事業者が本事業を実施するにあたり、国庫補助金以外の財政上又は金融上の

支援を受けることができる可能性がある場合には、市はこれらの支援を事業者

が受けることができるよう協力する。 

市は、事業者に対する補助、出資、保証等の支援は行わない。 
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第８  その他特定事業の実施に関し必要な事項  
 

１  議会の議決  
 

本事業に関する債務負担行為の設定に関する議案を平成１９年第２回定例

会（６月議会）に、及び事業契約の締結に関する議案を平成２０年第１回定例

会（３月議会）に、それぞれ提出する予定である。 

 

２  使用言語及び単位、時刻  
 

本事業において、使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成４年５月

２０日法律第５１号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

 

３  提案に伴う費用負担  
 

本事業の募集に参加するために応募者に発生した費用は、全て当該応募者の

負担とする。 

 

 

４  実施方針に関する問合せ先  
 

〒５０３－０８８８ 岐阜県大垣市丸の内２丁目５５番地 大垣市役所北庁舎  

大垣市教育委員会庶務課 係長：守屋 係：小塩 

電 話 ０５８４－８１－４１１１（内線７６３） 

ＦＡＸ ０５８４－８２－６３８５  

ホームページ：http://www.city.ogaki.lg.jp 

（大垣市 ⇒ 各課・施設のページ ⇒ 庶務課 庶務課のページをご覧下さい。） 

電子メールアドレス：toshinari_ojio@city.ogaki.lg.jp  

 

 

以上 

 



 リスク分担 
i

別添表 大垣市南部給食センター整備事業 

リスク分担表（※１） 

 

段階 リスクの種類 概  要 市 事業者

政治・行政関連 事業契約締結後の市の政策変更を理由とする事業契約の変更又

は解除により事業者に生じた増加費用・損害の負担 
●  

事業者の帰責事由による許認可取得遅延又は不取得により市及

び事業者に生じた増加費用・損害（完工予定日の延長により生

じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

 ● 

許認可取得遅延 

・不取得 

市の帰責事由による許認可取得遅延又は不取得より事業者に生

じた増加費用・損害（完工予定日の延長により生じる増加費用

及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

●  

税制度 税制度（消費税を含む。）の変更により事業者に生じた増加費用

（完工予定日の延長により生じる増加費用を含む。）の負担 
●※２  

法令変更 法令変更（税制度除く。）により事業者に生じた増加費用・損害

（完工予定日の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の

際の損害を含む。）の負担 

●※３  

第三者賠償 事業者の故意又は過失（工事期間中の事故・維持管理の不備に

よる事故等）により第三者が損害を被ったことにより市及び事

業者に生じた増加費用・損害（当該第三者への賠償、完工予定

日の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を

含む。）の負担 

 ● 

 市の故意又は過失により第三者が損害を被ったことにより事業

者に生じた増加費用・損害（当該第三者への賠償、完工予定日

の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含

む。）の負担 

●  

住民対応 本事業に対する反対運動等（市の提示条件に起因する反対運動

等）により事業者に生じた増加費用・損害（完工予定日の延長

により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の

負担 

●  

 事業者の提案内容及び事業者の帰責事由による事業者の住民対

応義務違反により市及び事業者に生じた増加費用・損害（完工

予定日の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損

害を含む。）の負担 

 ● 

環境問題等 事業者の帰責事由による環境対策義務違反（本施設の建設に伴

う有害物質の排出及び漏洩等を含む。）により市及び事業者に生

じた増加費用・損害（第三者への賠償、完工予定日の延長によ

り生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

 ● 

 事業者の提案内容に起因して市及び事業者に生じた増加費用・

損害（第三者への賠償、完工予定日の延長により生じる増加費

用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

 ● 

共 
 
 
 
 
 
 
 

通 

 事業者の提案内容及び事業者の帰責事由による環境対策義務違

反以外の事由（本事業の実施に伴い通常避けることができず、

かつ予測不可能な騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、

大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害及び交通渋滞等を含む。）

により事業者に生じた増加費用・損害（第三者への賠償、完工

予定日の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損

害を含む。）の負担及び完工予定日の延長等 

●  



 リスク分担 
ii

段階 リスクの種類 概  要 市 事業者

 下請使用 事業者が締結する契約の相手方当事者（市を除く。）の故意又は

過失により市及び事業者に生じた増加費用・損害（完工予定日

の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含

む。）の負担 

 ● 

不可抗力 不可抗力（暴雨、豪雨、洪水、高潮、地震、落盤、騒乱、暴動

その他の市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない

自然的又は人為的な現象をいう。）により事業者に生じた増加費

用・損害（完工予定日の延長により生じる増加費用及び事業契

約解除の際の損害を含む。）の負担 

●※４  共 

通 

資金調達 金融機関からの資金調達の可否及び不足等 

 

 
● 

測量及び調査 市が実施した測量及び調査の過誤等により事業者に生じた増加

費用・損害（完工予定日の延長により生じる増加費用及び事業

契約解除の際の損害を含む。）の負担 

●  

 事業者が実施した測量及び調査の過誤等により市及び事業者に

生じた増加費用・損害（完工予定日の延長により生じる増加費

用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

 ● 

設計及び仕様変更 事業者の帰責事由による設計及び仕様変更により市及び事業者

に生じた増加費用・損害（完工予定日の延長により生じる増加

費用及び事業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

 ● 

 市の帰責事由による設計及び仕様変更により事業者に生じた増

加費用・損害（完工予定日の延長により生じる増加費用及び事

業契約解除の際の損害を含む。）の負担 

●  

用地の性状リスク 土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財が存在するために事業者

に生じた増加費用（完工予定日の延長により生じる増加費用を

含む。）の負担 

●  

用地確保 建設予定地の確保ができず、これにより事業者が建設を行うこ

とができないことにより事業者に生じた増加費用・損害（完工

予定日の延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損

害を含む。）の負担 

●  

 事業者の帰責事由により建設に要する仮設・資材置き場等の確

保ができず、これにより事業者が建設を行うことができないこ

とにより市及び事業者に生じた増加費用・損害（完工予定日の

延長により生じる増加費用及び事業契約解除の際の損害を含

む。）の負担 

 ● 

設 
 

計 

・
建 

 

設 
 

段 
 

階 

物価変動 設計及び建設期間中におけるインフレ・デフレ 

 
 ● 

 



 リスク分担 
iii

 

段階 リスクの種類 概  要 市 事業者

本施設の瑕疵 本施設の瑕疵により市及び事業者に生じた増加費用・損害（事

業契約解除の際の損害を含む。）の負担及び要求水準の未達 
 ● 

要求水準の未達 事業者の帰責事由による事業者の要求水準の未達 

 
 ● 

 市の帰責事由による事業者の要求水準の未達 

 
●  

需要変動リスク 市の要請による給食数増加に伴い事業者に生じた増加費用の

負担 
●  

 児童生徒数の減少等による給食数又は学校数の減少等による

運営業務自体の収益の減少 
●  

事業者の帰責事由による配送及び回収業務における異物混入

により児童生徒等の第三者が損害を被ったことにより市及び

事業者に生じた増加費用・損害（当該第三者への賠償及び事業

契約解除の際の損害を含む。）の負担、並びに事業者の要求水

準の未達※５ 

 ● 

事業者の帰責事由による配送の遅延により市及び事業者に生

じた増加費用・損害（事業契約解除の際の損害を含む。）の負

担、並びに事業者の要求水準の未達 

 ● 

配送の遅延 

 

 

 

 

市の帰責事由（食材納入の遅延及び調理の遅延を含む。）によ

る配送の遅延により事業者に生じた増加費用・損害（事業契約

解除の際の損害を含む。）の負担 

●  

維

持

管

理

・ 

運

営

段

階 

物価変動 維持管理及び運営期間中におけるインフレ・デフレ 

 
▲ ▲※６

（凡例）●：リスクの全部又は大部分を負担する。 

▲：リスクの条件に応じて、市と事業者のいずれか又は双方がリスクを負担する。 

 

 

※１ 本リスク分担表（案）は、各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すものである。 

 

※２ 消費税の変更の場合を除き、増加費用の一定割合については、事業者の負担とする。 

 

※３ 増加費用・損害の一定割合については、事業者の負担とする。 

 

※４ 増加費用・損害の一定割合については、事業者の負担とする。 

 

※５ 各学校への配送後学校配膳室と各教室との間の移動については、本事業の範囲外であり、この間における

異物混入に関しては市が責任を負う。 

 

※６ 維持管理・運営段階におけるインフレ・デフレは市の負担とする。但し、変動率１パーセント以内は事業

者の負担とする。詳細は事業契約書（案）で明示する。 

 


